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第１８回北広島市子どもの権利条例検討委員会議事録 
 

  日時：平成１９年１１月２８日（水）１８：００～ 
  場所：芸術文化ホール活動室 
 
配布資料  ①子ども会議報告 
      ②北広島青春メッセージ・子どもの人権セミナー開催要領 
      ③起草小委員会 策定中の条例（たたき台） 
      ④今後のスケジュール 
 
議事録 
 
委員長： 
 第１８回目の検討委員会を始めます。まず、子ども小委員会から１１月１８日に開催さ

れた「子ども会議」について報告をしていただきます。 
 
子ども小委員会： 
 １１月１５日に第６回目の子ども小委員会の会議を開催し、「子ども会議」に関する最終

的な打ち合わせをしました。そして１１月１８日に第１回子ども会議を開催したところで

あります。子ども会議の委員につきましては、小学校４年生から高校１年生までの合計１

２名の応募があり、発足いたしました。ファシリテータということで、ＣＡＰ（子どもへ

の暴力防止プログラム）の木村さんという方に会議の進行をお任せし、子ども小委員会の

委員はサポートスタッフとして参加をいたしました。内容につきましては、第１回目とい

うことで、この会議でのルールの説明、会議の目的の確認、自己紹介などといった内容に

なっております。今後の日程ですが、１２月１６日に第２回子ども会議を開催する予定で

す。３回目以降については、未定です。 
 
委員長： 
 子ども会議の内容についてもう少しお聞かせください。 
 
子ども小委員会： 
 最初に子ども委員のみなさんに自分の思いを紙に書いてもらいました。その中では、「ど

きどき」、「不安」などの言葉が多かったのですが、最後に今回の会議を終えての感想を聞

いたところ、「今後楽しみだ」というような回答がほとんどでした。 
 
委員： 
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 子ども委員の学年の構成を教えてください。 
 
子ども小委員会： 
 高校１年生の女子１名、中学校２年生女子１名、中学校１年生男子１名、中学校１年生

女子１名、小学校６年生女子２名、小学校５年生男子２名、女子３名、小学校４年生男子

１名の計１２名となります。小学校５年生以上ということで募集していましたが、小学校

４年生の方が是非ということでしたので、受け入れることといたしました。 
 
委員長： 
 １２月８日に「子どもの人権セミナー」を開催する予定となっています。「子どもの人権

セミナー」について、子ども小委員から説明していただきたいと思います。 
 
子ども小委員会： 
 みなさんに開催要領をお配りしていると思いますが、教育委員会が主催している事業「北

広島青春メッセージ」に合わせて、「子どもの人権セミナー」を開催したいと思っています。

内容につきましては、小樽人権擁護委員協議会の皆さんにご協力してもらい、子どもにも

分かりやすい、紙芝居、ペープサート等による「出前人権教室」を実施いたします。多く

の子どもに参加していただければと思います。委員のみなさんもご協力お願いします。 
 
委員長： 
 「子どもの人権セミナー」について、ご意見はございませんか。それでは、起草小委員

会から条文作成の進捗状況等について、ご報告をしてください。 
 
起草小委員会： 
 起草小委員会では１１月に２回の会議をしました。全体では前文と第１章から第８章ま

での構成となっていますが、現在は第４章まで議論が進んでおります。第５章以降も一応

は議論しておりますが、今後更に議論を進めていきたいと思います。配布資料として「北

広島市子どもの権利条例素案たたき台」が配布されていると思います。現段階での条文は、

起草小委員会の各委員が考えたものをひとつに貼り付けた形となっているため、文体が統

一されていないなど不十分な点があると思います。 
まず、第２章の「子どもの権利」についてですが、現在「子ども会議」が開催されていま

すので、そこからの意見を取り入れていきたいと思っています。 
また、条文（たたき台）の内容を説明する前に、条文の内容の中で、全体会議で議論が

必要な部分がいくつかありますので、項目をあげていきたいと思います。 
①「北広島子ども会議」 
 ～現在は条例作りのために設置されておりますが、条例制定後においても、子どもの意
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見を吸い上げるために必要なのではと考えています。 
②「オンブズパーソン制度」 
 ～子どもの権利が侵害された場合の救済機関として「オンブズパーソン制度」というも

のがあります。制度の内容については複雑であるため、今後オンブズパーソン制度に関す

る学習会をするなどして、理解を深める必要があると思っております。 
③「子どもの権利に関する行動計画の策定」 
 ～子どもの権利に関する市の施策を推進するために策定するものです。 
④「子どもの権利の日」 
 ～子どもの権利の日・週間・月間というものをつくってはどうかと考えています。国際

的に子どもの権利に関わりのある日を「子どもの権利の日」と定めている自治体もありま

す。 
⑤「権利委員会」 
 ～子どもの権利の保障状況を定期的に検証するための委員会です。用語がまぎらわしい

ので「権利検証委員会」という名前にしたほうがいいかもしれません。 
 
それでは、配布資料「北広島市子どもの権利条例素案たたき台」の内容について、ひとつ

ずつ説明していきます。 
 
～（配布資料「北広島市子どもの権利条例素案たたき台」を説明）～ 
 
委員長： 
 ありがとうございました。質問・意見などはありませんか？ 
 
委員： 
 意見というより要望なのですが、他自治体では、「障がいのある子どもが，尊厳を持ち，

自立し，かつ，社会への積極的な参加が図られること。」という条文があるところもありま

す。また、子どもの権利条約においても、障がいのある子どもについての権利について述

べています。北広島市は福祉がとても素晴らしい街です。北広島市らしい条例ということ

であれば、障がいに限らないのですが、障がいのある子どもについての権利について謳っ

ていただけたらと思います。このことについては賛否両論があると思いますが、障がいを

もっているが故の権利の侵害があるように思います。今後盛り込んでもらいたい内容につ

いて検討し、案として提出したいと思っています。 
 
起草小委員会： 
 このことについて現段階では、あまり議論がされておりませんが、今後議論すべき内容で

あると思っています。第２章の「子どもの権利」については、先程説明しましたが、「子ど
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も委員会」の意見などにより、今後変更されていくと思います。その中で議論されていく

べきだと思います。また、より差別を受けやすいと思われる子どもの権利について明記し

たほうがいいという意見もあるでしょうし、あえてそのことを明記せずに全ての子どもと

して捉えたほうがいいという意見もあると思います。 

 

委員長： 
 アンケート調査の質問に「子どもの権利の中で最も大切なものは何ですか」という項目

がありましたが、市政モニターアンケートでは「障がいのある子どもが差別されないこと」

が「暴力や言葉で傷つけられないこと」に次いで２番目となっておりました。やはり今後

議論が必要になってくると思います。 
 
委員： 
 幼児・親部会のアンケート調査では、「子どもに関わる大人への支援」が大切だというこ

とがあがりました。「子どもに関わる大人」とは、教職員や保護者などのことです。例えば、

教職員が人権について学ぶ機会がなければ、もちろん子どもに正しい人権を教育すること

はできないと思います。この「子どもに関わる大人への支援」について、条文のどの部分

に入ってくるのか、お考えをお聞かせください。 
 
起草小委員会： 
 ご指摘があった点を頭に入れて今後の議論を進めていきたいと思います。市民のみなさ

んの意見であるアンケート調査の結果を大事にしながら議論しているつもりなのですが、

条文から抜けてしまうこともあると思います。今後もこのような部分がありましたら、ご

指摘ください。 

 

委員： 
 「子ども会議」の設置についてですが、違和感があります。 
 
起草小委員会： 
 全体会議で議論が必要な部分としてあげておりますので、今後議論していきたいと思い

ます。 
 
委員： 
 起草小委員会の負担が大きいと思いますので、その他の委員も協力して、部分的に条文

案を起草小委員会に提出するなどしてもいいと思います。 
 
起草小委員会： 
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 是非よろしくお願いします。 

委員長： 
 現在起草小委員会に条文を作っていただいておりますが、意見があったように、起草小

委員会以外の委員のみなさんもご協力いただければと思います。最後になりますが、事務

局から今後のスケジュールについての説明があります。よろしくお願いします。 
 
事務局： 
 
 ～（スケジュールの配布資料に基づき報告）～ 
 
委員： 
 「子ども委員会」から出てくる意見をＰＲするための方法を検討していただければと思

います。 
 
委員長： 
 それでは本日の委員会を終了します。 


